
身障協会事務局通信〔第３１２号〕 
                                      令和４年９月３０日 

 

１ 県への要望及び意見交換会 

本協会では、「障がい者が地域で安心して暮らせる社会」の実現に向け、本協会が抱える喫緊の課題や事

業推進における諸問題を解決するため、障害者福祉施策に対する提言や要望等を「要望書」として取りまと

め、国及び県等に対して要望活動を行っています。 

◆県に要望活動を行いました 

令和４年８月３１日に岐阜県庁にて、岡本会長は堀裕行岐阜県健康福祉部長に令和５年度に向けた県 

に対する要望事項の早期実現への協力と支援を要望しました。 

なお、県手をつなぐ育成会会長、県精神保健福祉会連合会理事長も各障がいの代表として要望を行った。 

１ ぎふ清流おもいやり駐車場利用証制度が適正に運用されるよう、県民に一層の啓発をしていただき

たい。特に公共及び民間施設の駐車場の管理・運営者に対して当該制度内容の周知徹底をお願いした

い。 

２ 県及び市町村行政において各種福祉施策・制度の周知のために、大量の広報紙やＰＲパンフレット

等が発行・配布されているが、それらの広報紙やＰＲパンフレット等が無駄になってはいないか、一

方で、例えば視覚障害者も内容が理解できるように点字訳や音訳の措置を取るなど、その情報を本当

に必要としている障害者等に有効に届いているのかについて検証していただきたい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

左：堀健康福祉部長 右：岡本会長             意見交換会 

２ 青壮年部事業 

 ◆モルック教室の開催について ＜担当：岡田＞ 

  日時 １１月５日（土）１０：３０～１２：００ 

  場所 岐阜県福祉友愛アリーナ（岐阜市則武 1816-1） 

  対象 青壮年部員または青壮年部活動に興味のある方 

  定員 ２０名 

  応募方法 １０月２６日（水）までに本会事務局へ別紙申込書をＦＡＸまたはメールしてください。 

  ※モルックとは、モルックを投げて倒れたスキットルの内容によって５０点ぴったりになるまで得点した

方が勝ちという競技です。 

（モルック：競技者が投げる木の棒(20cm 程度) スキットル：１～１２の番号のついた１２本の木の棒） 

３ 芸術・文化事業のご案内 ※新型コロナの感染状況により、変更または中止する場合があります。 

 ◆１０月・１１月の芸術教室（１２月の開催はありません） ＜担当：山田、柴＞ 

  新型コロナウイルス感染状況により、中止または延期する場合があります。 

    募集については、開催 1 ヶ月前くらいに開催ブロック各所へご案内いたします。 

   〇フラワーアレンジメント教室 

    ＜飛騨＞１０月１６日（日）１４：００～１５：３０ 



     高山市総合福祉センター3 階 作業室（高山市昭和町 2-68-1 TEL 0577-35-0295） 

    ＜東濃＞１０月２９日（土）１３：３０～１５：００ 

     多治見市総合福祉センター3階 研修室（多治見市太平町 2-39-1 TEL 0572-25-1131） 

   〇版画教室 

    ＜西濃＞１１月１２日（土）１０：００～１１：３０ 

     池田町中央公民館１階 工作室（揖斐郡池田町六之井 1455-1 TEL 0585-45-7110） 

   〇陶芸教室 

    ＜中濃＞１１月１３日（日）１０：００～１１：３０ 

     美濃市中央公民館 3階 学習室（美濃市上条 95-2 TEL 0575-33-1102） 

   申し込み締め切り  各開催日１0 日程度前まで 

 （なお定員になった場合、締め切り前でも申し込みを締め切らせていただきます。） 

４  今後の主な日程について （１０月、１１月） 

10 月 2 日 (日) 第 27 回長良川ふれあいマラソン大会 海 津 市： 長良川ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ前特設会場スポ協 

 10 日 (月・祝) 第 20 回県パラスポーツ大会秋大会 岐 阜 市： 岐阜メモリアルセンタースポ協 

 12 日 (水) 巡回相談（整形外科）14:00～16:00 郡 上 市： 八幡保健福祉センター 

 19 日 (水) 巡回相談（整形外科）13:30～15:30 土 岐 市： ウェルフェア土岐  

29～31 日 (土～月) 全国障害者スポーツ大会 栃 木 県： 栃木県内各地スポ協 

11 月 1 日 (火) 巡回相談（整形外科）13:30～15:30 美濃加茂市： 美濃加茂市総合福祉会館 

 8 日 (火) 巡回相談（整形外科）14:00～16:00 海 津 市： 海津総合福祉会館 

 
11 日 (金) 

本会及び婦人の会合同 

正副会長・各ブロック長会議 
岐 阜 市： 県福祉・農業会館 

 14 日 (月) 巡回相談（整形外科）13:30～15:30 中津川市： 福岡総合事務所 

 16 日 (水) 巡回相談（整形外科）13:30～15:30 瑞 浪 市： 瑞浪市保健センター 

 19 日 (土) 全国身体障害者グラウンド・ゴルフ大会 岐 阜 市： 岐阜メモリアルセンタースポ協 

 21 日 (月) 巡回相談（整形外科）13:30～15:30 高 山 市： 高山市保健センター 

問い合わせ先  一般財団法人岐阜県身体障害者福祉協会 〒500-8385 岐阜市下奈良 2-2-1 県福祉会館５階  

申し 込み 先  Tel 058-201-1543  Fax 058-273-9308  E-mail gisinsyou@human-i-land.com 

見守り新鮮情報  

高齢者サポートサービス 契約内容を具体的に確認！  

白内障の手術を受けるにあたり、病院から身元引受人と連帯保証人を求められた。近くに身元引

受人になってくれる人がおらず、知人に勧められて介護事業者に相談したところ、高齢者相談窓口

のケアマネージャーを紹介された。そのケアマネージャーと一緒に高齢者サポートサービス事業者

が来訪し、勧められるままに契約書にサインをした。その後に契約書面をよく確認すると、身元引

受人契約に加え、日常金銭管理や死亡後のことまでの生涯にわたる契約をしてしまったことに気が

付いた。解約したい。                     （当事者：70歳代 男性） 

＜ひとこと助言＞ 

☆身元保証や日常生活の支援、死後事務等を行う高齢者サポートサービスは、事業者によって提

供されるサービスの内容や料金体系が様々です。契約をする際には、自分の希望を整理した上

で、しっかりと伝えましょう。 

☆サービス内容は希望にあっているかや料金、解約時の返金条件などをよく確認し、理解・納得

できなければその場で契約せず、周囲の人に相談するなどして、十分に検討しましょう。 

☆自治体が高齢者を支援する事業を実施している場合がありますので、まずは確認してみまし

ょう。 

☆困ったときは、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。 

（消費者ホットライン 188 ： 「188」へかけると郵便番号の確認後、各自治体の消費生活セン

ター等の相談窓口へつながります。通話料金有料）   ※独立行政法人国民生活センター 


